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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（君島一郎君） 改めまして、おはようござ

います。 

  本日招集になりました平成23年第３回那須塩原

市議会定例会は、議員各位のご参集をいただき、

ここに開会の運びとなりました。 

  本定例会には、市長提出として16件の議案が提

出されることになっております。 

  議員各位には、慎重に審議を尽くされ、また、

議会運営につきましても特段のご協力をお願い申

し上げまして、開会に当たってのごあいさつとい

たします。 

  ただいまから平成23年第３回那須塩原市議会定

例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は29名であります。 

  それでは、会議に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎君） 本日の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（君島一郎君） 日程第１、会議録署名議員

の指名について。 

  会議録署名議員に、 

   ２７番 吉 成 伸 一 君 

   ２８番 玉 野   宏 君 

 を指名いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市長あいさつ 

○議長（君島一郎君） 市長からあいさつがありま

す。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  本日は、平成23年第３回那須塩原市議会定例会

を招集させていただきましたところ、議員の皆様

方には何かとお忙しい中、ご参集を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

  さて、今年は平年より12日早く梅雨入りとなり

ました。梅雨入りの早い梅雨は長引くとも言われ

ておりますので、農作物等への影響が懸念される

ところであります。また、大震災の被災地の復興

にも影響するのではないかと心配されます。 

  このような中で、国会においては、６月２日に

内閣不信任案が提出され、否決をされました。日

本人のすべてが被災地のいち早い復興を願う中で

の政治の混乱は、国民にとって、特に被災地の

方々にとって、残念でならないことと感じており

ます。何よりも先にやらなければならないこと、

進むべき道を確実に進むことができるよう、国政

の正常化を願ってやなまいところであります。 

  さて、ここで改めまして、今回の市議会定例会

に提案をいたします議案について申し上げます。 

  まず、人権擁護委員候補者の推薦に関する人事

案件が１件、平成23年度の補正予算案件が１件、

条例の一部改正案件が２件、西方町の栃木市への

編入に伴う市町村総合事務組合及び後期高齢者医

療広域連合の規約変更の協議案件が２件、専決処

分の承認を求める案件が１件、予算の繰り越しに

関する計算書の報告が５件、公社等の経営状況に

関する報告が３件、専決処分の報告が１件の合わ
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せて16案件であります。 

  これらの内容につきましては、この後の提案説

明の中で詳細を説明いたしますが、行政執行上い

ずれも必要な案件でございますので、よろしくご

審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上

げ、開会に当たりましてのごあいさつとさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 市長のあいさつが終わりま

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第２、会期の決

定についてを議題といたします。 

  本定例会に先立ち、議会運営委員会が開催され

ておりますので、議会運営委員長の報告を求めま

す。 

  14番、中村芳隆君。 

〔議会運営委員長 中村芳隆君登壇〕 

○議会運営委員長（中村芳隆君） 皆さん、おはよ

うございます。 

  議会運営委員会のご報告を申し上げます。 

  本定例会における会期の日程、議案の取り扱い、

その他議会運営上必要な事項を協議するため、去

る５月27日午前10時より第４委員会室において、

委員全員、正副議長、市長以下執行部関係者出席

のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

  まず、本定例会の会期について申し上げます。 

  会期については、本日６月６日より６月22日ま

での17日間といたします。 

  会期内の日程の詳細については、配付された会

期日程表のとおりといたします。 

  本定例会に提出される案件は、市長提出案件と

して、人事案件１件、補正予算案件１件、条例案

件２件、その他の案件２件、専決処分の承認案件

１件、報告案件９件の計16件であります。 

  議案の取り扱いについてでありますが、同意第

６号、議案第32号、第33号及び承認第10号の計４

件については即決扱いといたします。即決案件４

件と報告案件９件を除く３件については、関係常

任委員会に付託をし、審査を行うことといたしま

す。 

  次に、追加議案について申し上げます。 

  議会提出による議案として那須塩原市農業委員

の選任についてを予定しております。その取り扱

いにつきましては、即決扱いといたします。 

  議案に対する質疑は、先例のとおり取り扱うこ

ととし、同一議題につき１人３回まで、時間は15

分以内で連続して行うことといたします。 

  討論は、先例のとおり取り扱うこととし、同一

議題につき、賛成、反対それぞれ５人まで、時間

は１人10分以内といたします。 

  会派代表質問は、先例のとおり取り扱うことと

し、通告書に基づき、項目ごとに一問一答方式と

し、最初の質問から議員質問席で行うことといた

します。質問時間は１会派50分以内、同会派に所

属する議員は、質問残時間につき関連質問をする

ことができることといたします。質問通告会派は

１会派であり、日程上、６月７日に行うこととい

たします。 

  市政一般質問は、先例のとおり取り扱うことと

し、通告書に基づき、項目ごとに一問一答方式と

し、質問時間は１人40分以内、最初の質問から議

員質問席で行うことといたします。質問通告者は

13名であり、日程上、６月９日に４名、10日に４

名、13日に５名の３日間といたします。 

  以上が議会運営委員会における審議の結果であ

ります。議員各位におかれましては、円滑な議会

運営にご協力を賜りますようお願いを申し上げま



－15－ 

して、報告といたします。 

○議長（君島一郎君） 報告が終わりました。 

  ただいまの報告について質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（君島一郎君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長報

告のとおり、本日から６月22日までの17日間とし、

議案の取り扱い等についても、議会運営委員長報

告のとおりとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から６月22日

までの17日間と決しました。 

  また、議案の取り扱い等についても、議会運営

委員長報告のとおりといたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会における議案上程の際の議案朗読は、

省略いたしたいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議がありませんので、本

定例会における議案上程の際の議案朗読は省略い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎同意第６号の上程、説明、質疑、

討論、採決 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第３、同意第６

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 同意第６号 人権擁護委員

の候補者の推薦について、提案のご説明を申し上

げます。 

  議案書１ページ、議案資料１ページであります。 

  本案は、国民に保障されている基本的人権を擁

護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、本市

における人権擁護委員の推薦について、人権擁護

委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の同意

を求めるものであります。 

  人権擁護委員13名のうち、今回、１名の委員が

平成23年９月30日をもって任期満了となりますの

で、引き続き下山綱吉氏を人権擁護委員の候補者

として推薦いたしたく、議会の同意を求めるもの

であります。 

  下山氏は、平成20年10月１日に人権擁護委員と

して委嘱され、現在活躍中の方であり、知識、経

験ともに豊富で、人望も厚く、人権擁護委員とし

てふさわしい方でありますので、候補者として推

薦するものであります。 

  なお、委員の任期につきましては、平成23年10

月１日から３年間となります。 

  よろしくご審議の上、ご同意くださいますよう

お願い申し上げまして、提案の説明といたします。 

○議長（君島一郎君） 説明が終わりました。 

  本案について質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  同意第６号については、原案のとおり同意する

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第７号の上程、説明 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第４、報告第７

号 平成22年度那須塩原市一般会計繰越明許費繰

越計算書についてを議題といたします。 

  本案について報告、説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（増田 徹君） 報告第７号 平成22年度

那須塩原市一般会計繰越明許費繰越計算書につい

てご報告を申し上げます。 

  議案書11ページから13ページです。 

  本件は、さきの３月定例会において可決をいた

だきました27件の繰越明許費について、地方自治

法施行令第146条第２項の規定に基づき、報告す

るものであります。 

  これら繰越明許費設定事業のうち、８款土木費

において、黒磯地区道路維持管理事業など９事業

及び９款消防費における消防自動車整備事業の合

わせて10事業につきましては、繰越設定額を減額

し、翌年度に繰り越しいたしました。 

  なお、これらを除く17事業につきましては、繰

越設定額を、そのまま全額平成23年度に繰り越し

いたしました。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（君島一郎君） 報告、説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第８号の上程、説明 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第５、報告第８

号 平成22年度那須塩原市一般会計事故繰越し繰

越計算書についてを議題といたします。 

  本案について報告、説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（増田 徹君） 報告第８号 平成22年度

那須塩原市一般会計事故繰越し繰越計算書につい

てご報告申し上げます。 

  議案書14ページから18ページです。 

  本件は、去る３月11日に発生した東日本大震災

の影響により、一般会計において予定していた10

事業について、事故繰越しを行いましたので、地

方自治法施行令第150条第３項において準用する

同施行令第146条第２項の規定により報告するも

のであります。 

  これら事故繰越し事業のうち、８款土木費の那

須塩原駅北土地区画整理事業については、同震災

の影響により、設置基準点を新たに計算し直す必

要が生じたことなどの理由で、事業の年度内完了

が見込めないため、4,495万5,000円を繰り越した

ものであります。 

  そのほかの９事業につきましては、同震災の影

響で資材等の調達が困難などの理由によりまして、

事業の年度内完了が見込めないために繰り越しし

たものであります。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（君島一郎君） 報告、説明が終わりました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第９号～報告第１１号の上

程、説明 

○議長（君島一郎君） 次に、お諮りいたします。 

  日程第６、報告第９号 平成22年度那須塩原市

下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書につい

てから日程第８、報告第11号 平成22年度那須塩

原市水道事業会計予算繰越計算書についてまでの

３件を一括議題といたしたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、報告第９号から報告第11号までの３件

を一括議題といたします。 

  本案について報告、説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（増田 徹君） 報告第９号から報告第11

号までの３件につきましては、特別会計及び水道

事業会計における予算の繰り越しについて報告す

るもので、これらを一括してご報告申し上げます。 

  まず、報告第９号 平成22年度那須塩原市下水

道事業特別会計事故繰越し繰越計算書について申

し上げます。 

  議案書19ページから22ページです。 

  本件は、去る３月11日に発生した東日本大震災

の影響により、下水道事業特別会計において予定

していた７事業について事故繰越しを行いました

ので、地方自治法施行令第150条第３項において

準用する同施行令第146条第２項の規定により報

告するものであります。 

  これら事故繰越しの内容といたしましては、１

款下水道管理費及び２款下水道建設費において、

同震災の影響で、物資・燃料の確保が困難となっ

たことなどの理由により、年度内の事業完了が見

込めないため、１億1,376万6,000円を繰り越しし

たものであります。 

  次に、報告第10号 平成22年度那須塩原市温泉

事業特別会計繰越明許費繰越計算書について申し

上げます。 

  議案書23ページから24ページです。 

  本件は、さきの３月定例会において可決をいた

だきました温泉事業特別会計の繰越明許費につい

て、地方自治法施行令第146条第２項の規定に基

づき、報告するものであります。 

  ２款温泉事業建設費のうち、上・中塩原温泉管

理事業施設改良事業及び市営温泉事業施設改良事

業において、地元との調整に不測の日数を要した

ほか、源泉の湧出量が不安定なことなどの理由に

より、年度内の事業完了が見込めないことから、

合わせて１億1,601万4,000円を繰り越ししたもの

であります。 

  次に、報告第11号 平成22年度那須塩原市水道

事業会計予算繰越計算書について申し上げます。 

  議案書25ページから26ページとなります。 

  本件は、地方公営企業法第26条第１項及び第２

項の規定に基づき、水道事業会計における経費の

繰り越しを行いましたので、同条第３項の規定に

より報告するものであります。 

  繰り越しの内容について申し上げますと、資本

的支出において、市道板室油井線配水管橋梁添架

工事及び添架部材製作設置工事では、市道板室油

井線橋梁上部工事の繰り越しに伴い2,360万円を、

市道福渡前山線舗装本復旧工事では、東日本大震

災の影響により、アスファルト合材の調達が困難

となったことに伴い493万5,000円を、那須塩原市

水道施設管理システム構築業務委託では、竣工図

書の増及び量水器現地確認調査に不測の日数を要

したため5,500万円をそれぞれ繰り越しとしたも
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のであります。 

  以上、３件につきましてご報告申し上げます。 

○議長（君島一郎君） 報告、説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第１２号の上程、説明 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第９、報告第12

号 財団法人那須塩原市施設振興公社の経営状況

報告についてを議題といたします。 

  本案について報告、説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（増田 徹君） 報告第12号 財団法人那

須塩原市施設振興公社の経営状況についてご報告

申し上げます。 

  議案書27ページ、別冊として報告書と計画書が

あります。 

  平成22年度の事業につきましては、市から指定

管理者として指定を受けた７施設のほか、委託を

受けた観光、文化及び公園等の管理運営や黒磯文

化会館自主事業などを行っております。 

  事業報告につきましては、事業報告書の１ペー

ジから12ページに記載したとおりであります。 

  次に、決算の状況でありますが、まず、一般会

計につきましては、決算報告書の１ページから23

ページに記載してありますとおり、事業活動収入

として４億8,640万9,655円、事業活動支出として

５億3,889万2,596円を計上しております。 

  なお、これらに投資活動収入及び支出をそれぞ

れ加えますと、当期収支差額では96万1,348円不

足いたしますが、前期からの繰越金1,481万7,542

円があるため、差額の1,385万6,194円を次年度へ

繰り越しいたしました。 

  また、黒磯文化会館自主事業特別会計につきま

しては、決算報告書の24ページから25ページに記

載してありますとおり、事業活動収入・事業活動

支出ともに同額の1,300万1,850円であります。 

  続きまして、平成23年度の事業計画及び収支予

算についてご説明申し上げます。 

  事業計画につきましては、事業計画書の１ペー

ジから５ページに記載してありますとおり、指定

管理者としての指定を受けた７施設の管理運営を

行うほか、市の委託により、観光、文化及び公園

施設等の管理運営、黒磯文化会館自主事業等を行

う計画であります。 

  収支予算につきましては、収支予算書の６ペー

ジから12ページに記載してありますとおり、一般

会計では、事業活動収入として４億6,842万5,000

円、事業活動支出として４億8,496万7,000円を計

上しておりますほか、投資活動収入・支出及び前

年度繰越金等を加えた合計につきましては、収入

支出ともに４億9,315万6,000円であります。 

  また、黒磯文化会館自主事業特別会計につきま

しては、収支予算書の13ページにありますとおり、

収入支出同額の2,496万5,000円を計上しておりま

す。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（君島一郎君） 報告、説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第１３号の上程、説明 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第10、報告第13

号 財団法人那須塩原市農業公社の経営状況報告

についてを議題といたします。 

  本案について報告、説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（増田 徹君） 報告第13号 財団法人那

須塩原市農業公社の経営状況につきましてご報告

申し上げます。 
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  議案書28ページ、別冊に報告書と計画書があり

ます。 

  那須塩原市農業公社の平成22年度事業実績につ

きましては、事業報告書の１ページから８ページ

に記載のとおりであります。 

  受託事業として、農業経営基盤強化促進法に基

づく農地の流動化の推進、認定農業者を含めた担

い手農家の育成、道の駅「明治の森・黒磯」の管

理運営、市民農園の運営などを行いました。 

  農用地の利用権設定は、３月末現在1,249.8㏊

で、昨年より５％程度増加し、担い手農家への農

地集積が進んでいる結果となっております。 

  また、認定農業者の育成につきましては、平成

22年度中に10人の認定を行い、再認定者と合わせ

ると153人が昨年度中に認定を受けております。 

  次に、一般会計決算につきましては、事業報告

書の９ページから19ページに記載されている収支

計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財

産目録のとおりであります。 

  主な収入は、事業収入としての農地利用集積円

滑化事業収入、補助金等収入としての「明治の

森・黒磯」の管理運営の受託収入であり、これら

で収入全体の約50％を占めております。 

  支出の主なものは、農地利用集積円滑化事業な

どの受託事業や農林業施設管理運営事業に伴うも

のであります。 

  また、物産直売棟運営特別会計につきましては、

事業報告書の20ページから24ページに記載されて

いるとおりで、青木ふるさと物産センター直売棟

に関する決算であります。東日本大震災の影響な

どにより、施設利用者数は昨年度比1.2％の減と

なりました。また、事業収入では8.4％の減少と

なっております。 

  次に、平成23年度の事業計画等についてご説明

申し上げます。 

  平成23年度においても、認定農業者などの担い

手に農地を集約し、効率的な農業経営を推進する

ための農地利用集積円滑化事業や農作物受委託事

業を引き続き進めるとともに、認定農業者の育成

支援にも取り組んでまいります。 

  また、収支予算につきましては、一般会計が事

業計画書の６ページから11ページに、また物産直

売棟運営特別会計は12ページに記載のとおりであ

ります。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（君島一郎君） 報告、説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第１４号の上程、説明 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第11、報告第14

号 公益財団法人那須野が原文化振興財団の経営

状況報告についてを議題といたします。 

  本案について報告、説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（松下 昇君） 報告第14号 公益財団法

人那須野が原文化振興財団の経営状況報告につい

てご報告を申し上げます。 

  議案書29ページ、別冊で報告書と計画書がござ

います。 

  那須野が原文化振興財団の平成22年度事業実績

につきましては、事業報告書の１ページから12ペ

ージに記載のとおりであります。 

  財団の運営状況でありますが、那須塩原市及び

大田原市における文化の振興を図るとともに、住

民の自主的な文化活動の支援を行い、豊かな文化

の創造に寄与するため、各種事業の実施をいたし

ました。 

  芸術文化鑑賞事業では、28本の自主事業を実施

し、文化団体育成事業では、オーケストラ養成講



－20－ 

座など４講座６種目を実施いたしました。 

  各施設の利用及び入場者の状況のつきましては、

全体で911日の延べ利用日数があり、利用率は

58.2％、入場者数は11万4,277人でありました。 

  また、パイプオルガン設置のための基金におけ

る平成23年度末現在の積立高は１億2,057万9,363

円であります。 

  次に、事業報告書の13ページから19ページの財

務諸表につきましてご説明をいたします。 

  貸借対照表の資産の部の主なものは、流動資産

の普通預金、固定資産の基本財産や特定資産のパ

イプオルガン基金積立資産で、資産の合計は２億

1,173万2,800円であります。 

  負債の部の主なものは、固定負債の退職手当引

当金で、負債の合計は3,921万9,498円であり、資

産合計から負債合計を引いた１億7,251万3,302円

が正味財産であります。 

  また、正味財産増減計算書における経常増減の

部の経常収益の主なものは、施設管理受託収入と

自主事業負担金収入であり、いずれも２市からの

負担金で、合計は３億520万610円であります。 

  経常費用の主なものは、給料手当及び委託料と

なっており、合計は３億177万7,692円であります。

また、当期経常増減額は342万2,918円で、正味財

産期末残高は１億7,251万3,302円であります。 

  事業報告書17ページは、財産目録となっており

ます。 

  続きまして、事業計画等についてご説明いたし

ます。 

  当財団は、公益法人制度改革に伴う移行認定を

受け、本年４月１日から公益財団法人に移行いた

しました。平成23年度の事業計画につきましては、

事業計画・収支予算書の２ページから５ページに

記載のとおりであります。 

  また、平成23年度収支予算につきましては、６

ページ以降に記載してありますが、収入の部に３

億1,068万1,000円を計上し、支出の部に収入と同

額の３億1,068万1,000円を計上しております。 

  以上、ご報告を申し上げます。 

○議長（君島一郎君） 報告、説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告第１５号の上程、説明 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第12、報告第15

号 専決処分の報告についてを議題といたします。 

  本案について報告、説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（松下 昇君） 報告第15号につきまして

は、地方自治法第180条第１項の規定により、損

害賠償の額の決定及び和解について専決処分をい

たしましたので、同条第２項の規定によりご報告

を申し上げるものであります。 

  議案書は30ページから31ページとなります。議

案資料はございません。 

  本件は、平成22年11月２日、那須塩原市関谷地

内において発生した車両事故に関し、損害賠償の

額を決定し、和解したものであります。 

  事故の状況につきましては、市側車両が丁字路

を右折する際に、一時停止後の安全確認を怠った

ため、直進してきた相手側車両に気がつかず、停

止行動がおくれたことにより、接触事故を起こし

たものであります。 

  両者協議の結果、相手側の損害額を17万9,865

円とし、過失割合は、市側95％、相手側５％とす

ることで示談が成立し、市から相手側車両の修理

先に責任額17万872円を支払い、今後この件に関

し、双方とも異議の申し立て、訴訟等をしないこ

とで和解をいたしました。 

  以上、ご報告を申し上げます。 
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○議長（君島一郎君） 報告、説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎承認第１０号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第13、承認第10

号 専決処分の承認を求めることについてを議題

といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 承認第10号につきましては、

地方自治法第179条第１項の規定により専決処分

をいたしました平成23年度那須塩原市一般会計補

正予算（第２号）について、同条第３項の規定に

基づき、議会の承認を求めるものであります。 

  議案書10ページ、議案資料14ページから16ペー

ジであります。 

  今回の補正は、東日本大震災に係る中小企業者

への緊急支援資金に対する利子補給及び融資預託

金の追加支援に要する経費について予算措置を実

施したものであります。 

  主な補正の内容は、歳入つきましては、４月１

日付で専決処分をいたした平成23年度那須塩原市

一般会計補正予算（第１号）と同様、新たな財源

の確保が困難な状況であることから、財政調整基

金のうち１億円を取り崩し、18款繰入金に追加し

たものであります。 

  一方の歳出につきましては、７款商工費におい

て、中小企業者への緊急支援資金に対する利子補

給に係る経費として390万円を、融資預託金に係

る経費として１億円を追加し、14款予備費におい

て、歳入補正額との差額390万円を減額調整する

ものであります。 

  これらにより、歳入歳出それぞれ１億円を追加

し、平成23年度那須塩原市一般会計歳入歳出予算

総額を414億9,181万8,000円とするものでありま

す。 

  よろしくご審議の上、ご承認くださいますよう

お願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（君島一郎君） 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（君島一郎君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  承認第10号については、原案のとおり承認する

ことで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３２号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第14、議案第32

号 栃木県市町村総合事務組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び栃木県市町村総合事務組合
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規約の変更についてを議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（増田 徹君） 議案第32号 栃木県市町

村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び栃木県市町村総合事務組合規約の変更につ

いて、提案のご説明を申し上げます。 

  議案書８ページ、議案資料は11ページから12ペ

ージです。 

  本案につきましては、平成23年10月１日に上都

賀郡西方町を廃し、その区域を栃木市に編入する

廃置分合が行われることに伴い、地方自治法第

286条第１項の規定により、栃木県市町村総合事

務組合規約を変更することについて協議したいの

で、同法第290条の規定により提案するものであ

ります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（君島一郎君） 説明が終わりましたので、

質疑を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号については、原案のとおり決するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３３号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第15、議案第33

号 栃木県後期高齢者医療広域連合を組織する地

方公共団体の数の減少及び栃木県後期高齢者医療

広域連合規約の変更についてを議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（松下 昇君） 議案第33号 栃木県後期

高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数

の減少及び栃木県後期高齢者医療広域連合規約の

変更について、提案のご説明を申し上げます。 

  議案書９ページ、議案資料13ページとなります。 

  本案につきましては、議案第32号と同様に、栃

木市と西方町の合併に伴い、地方自治法第291条

の３第１項の規定により、栃木県後期高齢者医療

広域連合規約を変更することについて協議したい

ので、同法第291条の11の規定により提案するも

のであります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願いを申し上げます。 

○議長（君島一郎君） 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 質疑がないようですので、

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了し、討論を許します。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 討論がないようですので、

討論を終結することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認め、討論を終

結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第33号については、原案のとおり決するこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３０号の上程、説明 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第16、議案第30

号 那須塩原市税条例の一部改正についてを議題

といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（増田 徹君） 議案第30号 那須塩原市

税条例の一部改正について、提案のご説明を申し

上げます。 

  議案書３ページから６ページ、議案資料につき

ましては、５ページから９ページであります。 

  東日本大震災における被災者の負担の軽減を図

るため、東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律が制定され、あわせ

て地方税法等の一部が改正されました。 

  本案につきましては、国の関係法令との整合性

を保ち、早急な対応を図るため、税条例の一部を

改正するものであります。 

  主な改正の内容につきましては、市民税では、

住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、平

成23年度市県民税での適用を可能とするもの、さ

らに住宅ローン控除の適用住宅が震災により滅失

しても残存期間の適用を可能とするものなどです。 

  また、固定資産税では、震災により住宅が損壊

し、居住用でなくなった土地について、被災後10

年間を住宅用地としてみなすことにより、軽減が

受けられる特例措置を設けるものであります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（君島一郎君） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３１号の上程、説明 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第17、議案第31

号 那須塩原市敬老祝い金条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○副市長（松下 昇君） 議案第31号 那須塩原市

敬老祝い金条例の一部改正について、提案のご説

明を申し上げます。 

  議案書７ページ、議案資料10ページ。 

  本案は、現行制度において、満77歳、満88歳及

び100歳以上の高齢者に対し支給している敬老祝

い金について、来年度から満77歳の祝い金を廃止

するため、条例の一部を改正するものです。 

  現在、本市では、第４期高齢者福祉計画に基づ

き、介護保険事業のほか、敬老事業など市独自の

高齢者福祉事業を実施しておりますが、超高齢化

社会の到来が予測されている中、必要な人に必要

なサービスを継続的に提供できるよう、市独自の

事業の再構築が求められております。 

  このことから、昨年度開催した高齢者福祉事業

に関する懇談会における関係者等の意見を踏まえ
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て検討した結果、平均寿命に満たない満77歳の敬

老祝い金については、来年度から廃止とするもの

であります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願いを申し上げます。 

○議長（君島一郎君） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２９号の上程、説明 

○議長（君島一郎君） 次に、日程第18、議案第29

号 平成23年度那須塩原市一般会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 議案第29号 平成23年度那

須塩原市一般会計補正予算（第３号）について、

提案のご説明を申し上げます。 

  議案書２ページ、議案資料２ページから４ペー

ジであります。 

  今回の補正は、東日本大震災により被害を受け

た消防施設の修繕や市内に滞在する避難者の健康

管理事業に係る経費のほか、緊急時における高齢

者の安心と安全を確保するための事業に係る経費

について、必要な予算措置を行うものであります。 

  まず、歳入につきましては、４月１日付で専決

処分した平成23年度那須塩原市一般会計補正予算

（第１号）と同様、新たな財源確保が困難な状況

であることから、財政調整基金のうち1,939万

9,000円を取り崩して、18款繰入金に追加するも

のであります。 

  次に、歳出については、３款民生費において、

緊急時に必要な高齢者の救急医療情報等を常備保

管するためのキットを整備する経費として217万

9,000円を、東日本大震災による市内在住の避難

者を対象とした予防接種等の保健事業に係る経費

として770万8,000円を、11款災害復旧費において、

震災により被害を受けた那須消防署庁舎等の修繕

に係る経費として1,939万9,000円をそれぞれ追加

し、14款予備費において、歳入補正額の差額988

万7,000円を減額調整するものであります。 

  これらにより、歳入歳出それぞれ1,939万9,000

円を追加し、平成23年度那須塩原市一般会計歳入

歳出予算総額を415億1,121万7,000円とするもの

であります。 

  よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（君島一郎君） 説明が終わりました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時５０分 




